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  月次減税の対象                      

Ｑ：月次減税は、給与のほか賞与なども対

象になりますか？                                     

                                              

Ａ：なります。 

【解説】  

月次減税の対象となる給与等とは、俸給、

給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質

を有する給与とされており、その名称にかか

わらず、各種手当や現物給与、賞与課税される

一時金等についても給与所得に該当するもの

は対象となります。 

また、月次減税額は、令和６年６月１日以

後最初に支払う給与等に係る控除前税額から

順次控除することとされており、その最初に

支払う給与等が賞与であるか通常の給与であ

るかは問われません。  

したがって、６月の最初に支払う給与等が

賞与である場合には、その賞与から先に月次

減税額を控除することになります。 

なお、月次減税額は、令和６年６月以後に

支払われる令和６年分の給与等に係る源泉徴

収税額から控除することとされていますので、

たとえば、令和６年分の５月の未払給与が６

月以後に支払われることとなったときでも、

その控除前税額から月次減税額を控除するこ

とになります。  

ただし、令和５年分の未払給与を令和６年

６月に支払う場合は控除することはできませ

んので、注意してください。 
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